
令和 6年１２月１日以降のセーフティネット保証認定申請の主な変更点について 

 

(１) 用語の統一などにより、すべての認定申請書類が変更になります。 

１２月１日以降に認定申請する際は、同日に安曇野市ホームページで掲載される新たな認定申請書類を使用して

ください。 

 

(2)以下の書類の提出が必須になります。 

売上高等の記入内容に関して、疎明資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)及び業種が確認できるもの

(履歴事項証明書、許認可証、開業届、取り扱ってる製品やサービスのわかるもの))の提出が必須になります。 

 

(3)認定申請書類の区分が変更になります(セーフティネット保証５号のみ)。 

セーフティネット保証５号の指定業種に属する事業を営んでおり、指定業種の売上高等が企業全体の５％以上で

あれば(原油高要件の認定場合は、指定業種における売上原価が企業全体の２０％であれば)、認定申請の対象

となります。それに伴い、認定申請書類の区分が変更になります。 

 

〈売上高要件(イ)、原油高要件(ロ)、利益率要件(ハ)の様式について〉 

現行 令和６年１２月１日以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

注：様式③、④は(イ)のうち創業者向けの様式 

 

(4)利益率の減少に係る認定要件が新設されます(セーフティネット保証５号（ハ）)。 

個社ではどうにもできない外的要因(為替相場の変動、人手不足等)による原材料費や人件費等の増加によっ

て利益率の減少が生じている事業者において、営業利益率の減少率が２０％以上である場合、セーフティネット

保証５号の認定を受けることができるようになります。 

 ただし、利益率の減少に係る認定申請を行う場合は、法人・個人問わず試算表の提出が必要です。詳細につい

ては、安曇野市ホームページにおいて各号の認定申請書とともに掲載される、提出書類に関する文書(提出書

類)の確認をお願いいたします。 

様式 対象者 

様式 

①④⑦ 

１つの指定業種に属する事業の

み行っている方 

２以上の事業を行う方で、行って

いる事業が全て指定業種に属す

る方 

様式 

②⑤⑧ 

２以上の事業を行う方で、主たる

事業が指定業種に該当する方 

様式 

③⑥⑨ 

２以上の業種を行う方で、１以上

の指定業種(主たる業種かどうか

を問わない)に属する事業を行っ

ている方 

様式 対象者 

様式① 

(様式③) 

指定業種に属する事業のみ行っ

ている方 

様式② 

(様式④) 

指定業種と日指定業種を営ん

でいる方 


